
住宅用火災警報器の設置

みなさんのお宅には住宅用火災警報器等の設置はお済みでしょうか？
住宅用火災警報器は、火災をみつけて、音や音声でお知らせし、住宅
火災から大切な家族を守る役割を果たすものです。
２００６年６月に消防法の改定により、全国一律に設置が義務付けら
れました。新築住宅は２００６年６月１日から施行され、既存住宅は
市町村条例により愛知・三重は２００８年５月３１日までに、静岡は
２００９年５月３１日までに、岐阜は２０１１年５月３１日までに適
用期限が定められています。
住宅用火災警報器を設置して、住宅火災から大切な家族を守りましょう。

1. 住宅火災による死者数は増加中！
2. 死者の約６割が６５歳以上の高齢者！
3. 死亡原因の約６割が逃げ遅れ！
4. 住宅火災の死者は建物火災による死者の約８５％！

出典：社団法人 日本火災報知機工業会HP／http://www.kaho.or.jp

開催
2008年3月4日（火）～7日（金）午前10時～午後5時
　　　　　　　　　　　　　（最終日のみ午後4時30分）

会場
東京国際展示場「東京ビッグサイト」東3・5・6ホール

主催
日本経済新聞社

「建築・建材展」は、住宅建材、店舗建材、ビル建材や設備
機器など、建材・関連製品を紹介する総合展として14回目を
迎えます。展示会場は「一般建材」「健康・エコロジー建材」
でゾーニングするほか、特別企画展「キャンバス・ジャパン」
を開催します。また、省エネ住宅の実現に向けた最先端技術
を紹介する特別企画や、「長寿命住宅」「健康住宅」「海外
建築市場の展望」「ロ・ハウス」「キャンバス」をテーマと
した各種セミナーも充実、快適・健康・安全な住環境・商環
境の実現に向けた様々な情報を発信します。

ワールド東海が発信します

創刊号

詳しくは 弊社営業までお気軽にお問い合わせください。

ワールド東海株式会社

http://www.worldtokai.com

過去最大の展示規模で
　　　　　　3月4日から開催 

今年の確定申告期限は3月17日

所得税から控除しきれなかった額があり、住民税の
住宅ローン控除の対象となる方は、毎年市区町村へ
の申告により、翌年度の住民税（所得割）から控除
できます。 

個人住民税の減額のための
　　　　　　　　　申告をお忘れなく！

「三位一体改革による税源移譲」が平成19年から実施され
ました。ほとんどの方は、平成19年分の所得税が減り、平
成19年度分の住民税の負担が増えましたが、住宅ローンを
支払っている方や、平成18年から平成19年の所得が大きく
減った方はご注意ください！

控除申告書を提出しなければ，その年度分の個人住民税に
よる住宅ローン控除は適用されないので注意が必要です。

※申告窓口は各自治体ご確認ください。

後付樹脂内窓
冬は寒さを入れず、夏は涼しさを逃がさないので
冷暖房のコストを大幅に節減できます。

2つのサッシで騒音の侵入および室内の音漏れも抑えます。

熱を伝えにくい樹脂製ですので、結露を抑える効果が
あります。

壁や床などの工事が不要なので工期もコストも節約で
きます。

プラメイクE


